
参加型開発の「再検討」

第１節 参加型開発隆盛の背景

開発援助の現場とその周辺において，「参加型開発」が隆盛を極めている。

にもかかわらず「参加型開発とは何か」についての明確なコンセンサスは存

在しないし，おそらく今後もそうしたコンセンサスが形成されることはない

だろう（１）。

そのような状況のなかで，ロバート・チェンバース（サセックス大学開発

研究所）の一連の著作（チェンバース ［１９９５］，チェンバース［１９９７］など）は

開発業界（２）のさまざまな場面，すなわち開発学の生成・教育の場，国際的開

発戦略の立案場所，開発プロジェクトの現場などにおいて権威ある聖典とも

いうべき位置づけを占めている。同様に PRA（参加型農村調査），PLA（参

加型開発実践学習）といった P（Participatryの頭文字）のつく言葉が参加型開

発を表象する「専門用語」として開発業界に流通している。

実際，多くの開発援助実施機関（国際機関，二国間援助機関，NGOを問わず）

の，とりわけ社会開発関連のプロジェクトにおいては，参加型開発という文

言なしにはプロジェクトの書類が承認されないというほどの「主流化（メイ

ンストリーミング（３））」が実現されているのである。このことは開発プロジェ

クトにおいて受益者，被害者の声を反映させ，開発の社会的側面を重視しよ

うという立場からは望ましいことである。しかしながら，「参加型開発」と

いう言説の急速かつ広範囲な流行に対する批判もまた強まりつつある。特に



参加型開発が，さまざまな調査手法やプロジェクト実践手法の組合わせによ

って実現されるかのような認識が広まり，個々の参加型「手法」，参加型

「ツール」が強調されるあまり，本来参加型開発という理念が含意している

（はずである，と多くの論者が主張する）「自発性」「自立性」などが置き去り

にされているのではないか，という批判は根強い。この「手法」「ツール」

の一人歩きに対する懸念はさまざまな立場から繰り返し表明されている。

チェンバースのお膝元であるイギリスにおいても，人類学・社会学・経済

学など開発学を構成するさまざまな学問分野の研究者たちの間で，「参加型

開発」に対する批判の声は少なくない。そのなかで最も興味深いのは「参加」

を標榜することによる自発性の封印を「新たな圧政」と位置づける諸論考

［Cooke & Kothari ２００１］である。ただし，公平を期すためにつけ加えれば，

チェンバース自身もこうした批判については十分に認識しており，「あるべ

き姿勢を無視したまま参加型開発『手法』だけが参加型開発の名の下に一人

歩きしている」と自ら警鐘を発しているのである（４）。

ところが，日本では ODAであると NGOであるとを問わず援助実施機関

はまだまだ魅力的な「Pつき言葉」に幻惑されているのが現状であるように

思われる。特に PRAなどの参加型開発「ツール」の聞きかじり的使用はか

なりの範囲に及んでいる（５）。こうした参加型開発「手法」「ツール」の一人

歩きが発生するのには，いくつかの理由があると思われる。

第１の理由はチェンバースらの魅力的な言葉使いとパフォーマンスにある。

「Putting the Last First」や「PRA／Participatory Rural Appraisal」「PLA／

Participatory Learning and Action」というような新奇な横文字言葉は，常

に新しいアイデアと流行を追いながら先進諸国との横並びを目指してきた日

本や途上国のインテリには魅力的なものとしてアピール度が高い。

第２に，日本の ODA実施機関や途上国の政府に対する，欧米ドナーや国

際機関からの国際的なプレッシャーがある。欧米の援助機関が「参加型開発」

に注目しはじめると，日本の援助機関も他のドナーに後れをとらないように

「参加型でプロジェクトを運営しなければ」というプレッシャーを感じて参
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加型開発コンポーネントをプロジェクトに取り込む。同様に途上国政府も欧

米ドナーの意向を汲んで開発計画を「参加型」に修正する。このような外圧

による参加型開発流行の結果として，「参加型」を聞きかじった援助実施機

関の職員が，早速コンサルタントに対する作業指示書に「PRA手法を用い

て，２週間で１５の村の住民ニーズを調査せよ」と書き込むというような事

態が発生するのである。しかしながら本来時間と予算を顧客（援助実施機関

など）によって規定されているコンルサタントが，参加型開発の手法を実践

することはそもそもかなり難しい。しかしながら，このような「無理な注文」

を拒否すれば仕事が回ってこなくなるために，この要求をなんらかの形で実

施しなければならない羽目に陥る。こうしたことが「参加型開発手法」の質

の低下をまねいている，というのがチェンバースらの議論である。もちろん

このような「無理な注文」の横行は日本の援助機関だけの問題ではなく，欧

米ドナー，国際機関においても同様の問題が指摘されている（６）。

第３に，開発業界において定期的に繰り返される潮流の影響も大きい。参

加型開発の流行の背景としては，１９９０年代以降従来の「経済成長」戦略へ

のアンチテーゼとして，「社会開発」「人間開発」が注目されはじめたことが

指摘される。加えて，否応なく途上国の農村にまで浸透する「グローバリゼ

ーション」の進展とそこからとり残される人々への「セイフティーネット」

の必要性認識（７），すべての援助機関の「貧困削減」への回帰（８）などの「援助

者の良心」に合致する政策環境の成立もまた重要な要素である。

ところが「社会開発」「人間開発」は，そのプロセスが経済開発やインフ

ラ開発と異なり目に見えにくい。したがってどのようにしてその成果を達成

できるのかの道筋が必ずしも明確ではない。誰もが手探りでその道筋を模索

しているときに，参加型開発は援助者の良心を満足させるアプローチとして

注目されることになったのである。ただし貧困削減を目指すために，これ以

外にめぼしい手法が見つからないので，参加型開発は過大な期待を背負わさ

れているという側面は否定できない。

そして第４に，理解するのに時間のかかる「態度」「理念」よりも先に
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「手法」「ツール」が普及してしまうのは無理もないところである。

第２節 当事者の参加と外部者の参加

参加型開発を語るときにはしばしば「参加型開発によって，貧しい人々の

意見が反映されたよりよい開発が達成できる」という決まり文句がみられる。

しかしながら，参加型開発の手法自体はどのような人が開発プロセスに参加

するかをあらかじめ選別するものではない。すなわち，参加型開発手法を用

いたからといって，それが自動的に「貧しい人々」「虐げられた人々」「周縁

化（９）された人々」の意見を開発プロセスに反映させることを保証するもので

はない。どのような手法を用いようとも，開発を働きかける側（多くの場合

は外部者）にこうした人々の声に耳を傾ける用意があるかどうかが，決定的

に重要なのである。

筆者の理解では，もともとチェンバースらが「参加型開発」で訴えようと

したことは，途上国社会に向き合うときの「われわれの姿勢」の再考であっ

たと思われる。すなわち，開発援助プロジェクトにおいて「専門家による指

導・啓蒙という図式を問い直し，人々の声に耳を傾けよ」ということが，チ

ェンバースのメッセージの中核なのである。チェンバースの主張（これらは

かならずしもチェンバースの専売特許ではない。チェンバース登場以前から日本

にも，そして多くの途上国にも同様の理念をもっている人々はいたであろう（１０））

は，「開発プロセスに外部から関与するものの姿勢」を問いかけているとい

う意味で，当事者よりもむしろ「外部者の参加」を問題にしているのである。

参加型開発を再検討する際の最も重要な論点は，開発における外部者の位

置づけに関するものであると筆者は考えている。参加型開発の究極目標が

「当事者の主体性・自主性」の確立であるならば，究極的には「外部者のい

ない」開発が理想の参加型開発となるであろう。しかしながら，通常の参加

型開発の議論は外部者の存在を前提としている。重冨はこの問題を「矛盾と

６★



言ってもよい」と指摘している［重冨 １９９７：２５１］が，この問題を突きつめ

ると，本書第８章の中村論文のようにドナーが当事者を「いかにして参加さ

せるか」を一生懸命考えるのは本末転倒であって，外部者であるドナーが当

事者の開発プロセスに「いかに彼らの主体性を損なわずに参加するか」を考

えるべきである，という主張につながる。もしもそうだとすれば，「当事者

の参加」が本質的な問題であるというイメージを色濃く帯びた「参加型開発」

という言葉づかいはかなりミスリーディングであるということができよう。

実際，開発プロジェクトにおいてさまざまな資源投入（資金，機器，技術，

知識，人材など）を行なうのは外部者であることが多く，こうした外部者の

介入を前提としなければ参加する舞台は設定されず，当事者の参加という概

念自体が発生しない。だからこそ，チェンバースも「外部者の姿勢」を問題

としているのである。

いずれにせよ，参加型開発は本来「外部者の参加のあり方」についての考

察が中心となるべきなのである。ところがこれに反して一般的に流布してい

る「参加型開発」という言葉は「（開発プロジェクトの対象となる）人々の参

加」あるいは「貧しい人々の参加」を意味するものと理解されている（１１）。

すなわちこの二つの議論は「誰の」参加姿勢を問題にするのか（外部者なの

か，当事者なのか）についてまったく違った土俵の上に立っているのである。

本書で再検討の対象としたいのは「外部者の関与の仕方」をめぐる議論であ

って，けっして「如何にすればより多くの当事者を参加させることができる

か」の議論ではない。

さて，もしもこのような理解に立つならば，参加型開発とは本来，関係者

（外部者，当事者双方の）「態度」の再検討を通じて実現されるものであって，

人々を参加させるための「手法」の組合わせによって実現するものではない

ことは明らかである。ましてや PRAなどの個々のツールを用いることが

「参加型開発」の実践を意味するのではない，という点は明確に認識してお

くべきであろう。

とはいえ，現実には「外部者の参加」を舞台の背景に置きつつも，当事者
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がこの「参加型開発」という舞台にどのように関わり合いをもつのか，を中

心にこの問題を考えるという視点も無視できないし，一定の意味をもってい

ると考えられる。こうした視点に基づけば，斎藤（本書第６章）のように，

いかに外部者が「媒介効果」を発揮できるかを実際的な課題として検討する

可能性も出てくるのである。

第３節 ステレオタイプ化された認識

本章では参加型開発を「再検討」する出発点として，まず参加型開発を語

る際に無条件に前提とされていることの多いステレオタイプ化されたいくつ

かの議論を検討してみよう。ここで取り上げたいのは，「参加型開発はパラ

ダイムシフトと表裏一体である」という言説，そして「参加にはそれ自体価

値がある」という言説である。

１．パラダイムシフト言説

参加型開発をめぐるステレオタイプ化された議論の代表的なものとして

「パラダイムシフト」言説がある。これは開発における「パラダイムシフト」

が参加型開発を必然的にもたらした，という主張であり（１２），日本語で参加

型開発を説明する文章のほとんどの議論がこの言説を援用している。

この言説の問題点は三つある。第１にパラダイムシフトという言葉のあい

まいさがあげられる。多くの人が「パラダイムシフト」という言葉を使いな

がら，その「パラダイムシフト」が何を意味しているかは論者によってさま

ざまである。もちろん，開発戦略にさまざまな変化が見られるのは事実であ

る。例えば経済開発中心の戦略から社会開発の重視へ，貧困対策における均

霑理論（マクロの経済成長がミクロの貧困削減に自動的につながる）からセイフ

ティーネット論（初めから意図的な対応をしなければ経済成長の果実は貧困層に
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は届かない）へ，トップダウン（政府やドナーが綿密な計画を立てることが重要）

からボトムアップ（住民のニーズに基づいた計画が必要）へ，ブループリント・

アプローチ（技術的な合理性に基づいてプロセスが設計され，投入財，時間など

は計画どおりに進行する）から学習課程アプローチ（当事者の試行錯誤によっ

てプロセスは変化していき，あらかじめ予測できない）へといった変化が発生

していることは現実に確認できる。しかしそれらの変化が一つの指向性によ

って統括できるものであるのか，すなわち「パラダイムシフト」によるもの

と言えるかどうかは自明ではないのである。

第２に，仮にこれらの変化が「パラダイムシフト」として捉えることがで

きるものであるとして，それは無条件に良いことなのだろうか。「旧パラダ

イム」と「新パラダイム」との対照表はしばしば「新パラダイム」のすばら

しさを強調するために「旧パラダイム」の欠点をあげつらう一方的な評価で

あることが多い。この「パラダムシフト」言説は，パラダイムシフトが善で

ある（あるいは歴史的必然である）という前提に立っていることが多く，した

がって「参加型開発」もまた善である，というロジックにつながる。「パラ

ダイムシフト＝善」というスタートラインに立てば，以後の議論は「いかに

参加型はパラダイムシフトに適合的か」という検討だけでよい。参加型開発

をめぐる議論を読むときに，われわれが（筆者だけではないと思うのだが）感

じる「違和感（話がうますぎるのではないか，という感覚）」の原因の一つはこ

のような「パラダイムシフト」論，すなわち一連の望ましい変化はひとまと

まりの整合性をもったものであり，「参加型開発」もその仲間なので，良い

ことである，というロジックにあるように思われる。まず議論の前提として

このような「パラダイムシフト」は本当に起きているのか，起きつつあるの

か，そしてそれは望ましいものなのかについてのさまざまな立場からの検討

が必要であると思われる。

第３に仮にパラダイムシフトが現実に起きていて，かつそれが良いこと

であったとして，それと参加型開発は密接不可分なのだろうか。両者が表裏

一体であるかのような我田引水的説明は，参加型開発それ自体のもっている
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可能性や問題点を正確に把握することを妨げてはいないだろうか。例えばパ

ラダイムシフトがなかったとしても参加型開発の考え方は現実的必要性から

導き出されたはずである，という考え方はあり得ないだろうか。もしそのよ

うに考えられるのであれば，パラダイムシフトとは無関係な参加型手法や，

新パラダイムとは相容れない参加型手法なども浮かび上がってくるかもしれ

ない（１３）。パラダイムシフト＝ボトムアップ＝弱者の味方＝正義＝参加型開

発というような思いこみをいったん離れて，参加型開発を再検討する必要が

あるだろう。

２．参加は常に良いことか

参加型開発をめぐるもう一つのステレオタイプ化された議論に，「すべて

の当事者は主体的・直接的に参加することが望ましい」がある。

しかし「当事者（開発の対象住民）の参加（自発的であれ，非自発的であれ）」

は常に良いこと（参加に対する無条件価値付与）なのであろうか（１４）。「参加は

常に善である」という言説は西洋キリスト教的思いこみではないかという指

摘は，当のイギリスの開発研究者からも提示されている。［Henkel & Sirrat

２００１：１７４］（１５）。

特に「強いられた参加」「参加しないという戦略」についての考察は従来

の参加型開発の議論では抜け落ちている場合が多いように思われる（図１の

破線で囲んだ部分）。

一方，わざわざ「参加型」と言わなくとも開発や援助に限らず，なんらか

の「事業」を行なう際には，当然のことながら誰かは必ず「参加」（広義の

「参加」＝「関与」と言い替えてもよいだろう）している。「計画者」は当然プロ

セスに参加しているし，「実施者」も労働力提供という形で参加している。

例えば古代エジプトのピラミッドや日本の古墳の建設に奴隷や農民が動員さ

れた場合，広義にはこれらも「参加」の一形態として認識することができる

はずである。しかし，これらは通常の参加型開発の議論における「参加」の
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カテゴリーに含まれない。

一般的に何が「参加型開発」と呼ばれるのかは，論者が「望ましい」と思

うものを「参加型開発」と定義する，という，上のパラダイムシフト論と同

一のトートロジー（同意語反復）によっていることが少なくない。

もしもここで，「当事者」が「自発的に」参加する場合だけを「参加型開

発」と呼ぶのだと定義するならば（図１の①），そしてそのような参加だけ

が価値をもつとするのであれば（最狭義の参加型開発），「誰が当事者であり，

誰が当事者でないのか」「どのような場合は自発的で，どのような場合は自

発的と言えないのか」についての判断が明確化されなければならない。特に

外部者（ファシリテーター）が「気づき」を促して住民が参加する意欲をも

つにいたった場合にこれを「自発的」と定義するのかどうかは議論が分かれ

るであろう（１６）。しかし，冒頭に述べたように「参加型開発」に「外部者の

参加のあり方の問い直し」が視野に入っているならば，外部者の働きかけも

含めた全体を「参加型開発」と見なすべきであろう（最も広義の定義）。

このように参加と「価値」をめぐっては，すべての参加に価値を認めるこ

とは妥当か（無条件価値付与の問題），ある種の参加にのみ価値を認めるので

図１ 参加型開発の検討枠組み

非参加 参 加 非参加

自発的 非自発的

｝④
③

白紙委任
②

当事者 参加しない 参加する 参加させられる 参加できない

① ①
た だ 乗 り 望まない参加

〈気づきの促し〉 〈コスト負担〉

外部者

①最も狭義の参加型開発

④最も広義の参加型開発

（出所）筆者作成。
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あれば，その基準は何か（選択的価値付与の問題），参加が否定的な意味をも

つことはないのか（否定的価値付与），参加しないことの意味をどう捉えるか

（不参加への価値付与）といった，さまざまな問題群が今後整理されていかな

ければならない。特に，「参加が常に良いことであるとは限らない」という

視点は，「参加しない」という選択肢（図１の③）についての考察可能性を

広げるという意味で重要である。人々の生活が「開発」とはまったく無関係

に営まれることは不可能だとしても，当事者の戦略として「開発プロジェク

トに参加しない」という選択肢は十分ありえるからである。ここでは「非参

加」には２種類あることに注目しよう。一つは「参加しない」こと，すなわ

ち開発プロジェクトに対する関与の一形態としての自発的「不参加」である。

他方，参加（＝協調行動）によって望ましい成果が得られると自覚してい

ても，「参加する」ことのコストを担いきれないので「参加できない」とい

う場合もあり得る。これは参加への個人的コストを誰が負担するのかという

問題につながる（１７）。

さらに自発的「不参加」には二つの形態が考えられる。一つは「ただ乗り」

であり，これは経済学でも「コモンズの悲劇」（１８）などの議論に現れている。

第２に，参加には組織が必要である［重冨 １９９７：２５２］と考えられるが，組

織の意思決定への参加の仕方としての「白紙委任」という戦略も考えられる。

これは単なる「ただ乗り」とは異なり，不参加によって特に迷惑を被る人は

いない。むしろ「利害調整コスト」を最小化するという意味では意思決定者

にとっては好都合である。「白紙委任」は個々の「参加者」に課される「情

報の理解」「諸要因の比較考量」「自身の行動決定」というプロセスの「面倒

くささ」，ならびにそのためにさかなければならない機会費用のコストを勘

案した上で選び取られているのであれば，「村人の戦略」［佐藤 １９９９］とし

て捉えることができる。こうした議論は「参加」を市民社会成立のための前

提条件として暗黙裡に「よきもの」と捉える近代西欧民主主義理念からは出

てきにくい。
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第４節 すれ違う議論

参加型開発をめぐっては，「手段」なのか「目的」なのか，「役に立つ」の

か「役に立たない」のか，「安くつく」のか「高くつく」のかなどというい

くつかの議論のセットがあるが，しばしば議論する双方の立場はスタートラ

インを異にしていて接点が見い出せず，対話が成立していないことが多いよ

うに思われる。したがって参加型開発の議論を再検討するにあたってはすれ

違う議論の整理が必要である。そのすれ違いの原因は双方が「参加型開発」

について異なるイメージをもち，異なる事象を取り上げて自説を主張してい

るか，さもなければ同一の事例を異なる立場から観察し，その違いに気づか

ないまま議論をしていることに求められよう。

例えば林業プロジェクトにおいて，住民参加型森林管理を主張する人は

「植林地の長期的持続性」を根拠に参加型こそが「望ましい」方法だと主張

する。これに対して，「短期間で，多くの植林作業を行なう」ことを重視す

る立場からは「時間がかかり，非効率」であるという指摘がなされる。これ

はどちらも真であり，前者は「理念としての」参加を語り，後者は「手法と

しての」参加を語っているのである。このような場合は両者のよって立つ立

場自体の比較考量なしには議論は成立しない。

そこで本節ではすれ違う議論の典型例として，「理念と手法」「手段と目的」

を考察し，引きつづき次節で「メリットとデメリット」について考えてみた

い。

１．理念と手法

�１ 理念と手法は不可分か

以下の議論ではしばしば参加型開発の「理念」と「手法」という対比を用

いる。本来であればこのような議論をする際には，参加型開発の「理念」と
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は何かを定義しておかなければならないのだが，多くの論者が自らの思想的・

倫理的な背景をふまえてそれぞれに定義しているために，統一的な定義を見

い出すことは困難である。そこで本章では暫定的に「開発の当事者（開発の

影響を直接的に受ける人々）が，主体的に開発の過程に関与するようになるこ

と」を「参加型開発の理念」としておく（１９）。

さて，このような理念はあまりにも理想論的で現実味に欠ける，政府や技

術専門家の役割を不当に低く見ている，などさまざまな理由によって同意し

きれないが，「手法として」の部分は有用性を認めることができるので参加

型開発手法を活用したい，という人は少なくない。このような人々にとって

その「理念」は問題ではなく，参加型開発は「手法・手段として」有用性が

あるものとして認識される。

しかしこのような認識に対して，「参加型開発とは本来的に理念の問題で

あり，手法はそのための手だてにすぎない」ゆえに「理念」と「手法」は切

り離して考えるべきではない，という原則論からの反論がありえる。この立

場に立てば，理念を棚上げした参加型手法は参加型の名に値しないのであり，

そもそも参加型開発事例の考察の対象にならないということになってしまう。

しかしながら「現実の開発援助の現場において起きている事象」を研究対象

とする援助研究の立場から，本書では理念と手法を独立のものとみる考え方

を排除しない。

「参加型開発の理念」を重視する野田（本書第３章）の懸念は「参加型開発

の名の下に行なわれているさまざまな開発プロジェクトのすべてが，参加型

開発として考察の対象になり，それらの欠点が批判されることで，「真の

（＝理念が正しく体現された）参加型開発」が，「まやかしの（＝理念を体現し

ていない）参加型開発」と混同され，不当に評価されることになる，という

点にある。これは「参加型開発」の正しい理解を妨げ，議論を歪める結果に

なる。それ故に「手法の妥当性」の評価と「参加型開発の理念そのもの」の

評価とを混同すべきではないし，「理念」の実現性について議論しているの

か，それとも「手法」のあり方について論じているのか，を明確に区別する
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ことが必要であると主張する。この点については筆者も全面的に合意する。

ただし，それぞれの論者が「理想的な開発の姿」をそれぞれに思い描き，

それを実現する手段として「参加型開発」を位置づける場合，共有されるも

のは手法以外にない，ということにもなりかねない。これが開発援助の現場

における「手法」の先行をまねいている原因の一つであろう。

�２ 手法は理念を保証するか

参加型開発を行なうことによって「達成されそうな」メリットが多々あり

得る（妥当性，効率性，持続性，主体性など）ことは論を待たない［重冨 １９９７：

２５０］。しかしながら参加型の手法を用いれば「自動的に」これらのメリット

が享受できるわけではなく，ましてや当事者（受益者）の「エンパワメント」

までが保証されるわけではない。まずこの点を明確に認識しなければならな

い。

坂田（本書第２章）は「真の参加型開発」の目標が「エンパワメント」で

あるとしても，参加型開発を行なうと，どのように「エンパワメント」が達

成されるのかの経路，メカニズムはほとんど明らかにされていないと指摘す

る。なお，ここでエンパワメントとは「これまで相対的に不利な状況に置か

れていた人々が，自分たちの問題解決に向けて主体的行動を行なうためのな

んらかの力を得ること（２０）」と考えておく。野田はこの「エンパワメント」

と「参加型開発の理念」の関係を「形だけの参加型（手法）では，参加型開

発の理念（主体的な関与）は達成できない。」という表現で著している。ここ

では参加型の「理念」と「手法」の因果関係が問われているのである。

教科書どおりに参加型ツール（ワークショップ，インタビュー，地図作り，

生活カレンダー作り等）を使い，教科書どおりの段取りで「参加型開発」を

実施したとしても，参加型開発が理念として目指している「主体性」には到

達しないことがありえる。すなわち「手法」がどれほど参加的であってもそ

れは参加型開発の「理念」の実現を保証するものではない。一方これとは逆

に，用いられるツールや段取りが参加型の教科書に書かれているものと異な
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っていても（手法とツールの違いについては第３章野田論文参照），極端に言え

ば外見はトップダウンに見えても（＝参加型の理念を体現していない手法であ

っても），結果として当事者の主体的取組みが達成されることもあり得る。

したがって，参加型開発手法は参加型開発理念実現のための唯一の手法では

ない，という可能性がある。

なお，野田は参加型「手法」を考える際に，「ツール先行の（形から入る）」

参加型手法と「目的志向／理念志向」の参加型手法を峻別すべきであるとす

る。「ツール」それ自身は参加型開発の理念とは無関係に用いられうるので

ある。この典型的な事例として PCM（Project Cycle Management）手法があ

げられる。PCM手法は合意形成の一手法としての「参加型ワークショップ」

と計画立案の一手法としての「ロジカルフレームワーク」を合体したもので

あるが，後者は参加型開発とはまったく無関係な概念であり，前者も誰が，

どのような形でワークショップに参加するかによって参加型開発とはまった

く無関係に成立しうる。にもかかわらず PCM手法を採用していることでそ

のプロジェクトが参加型のコンポーネントを有している，と主張するのはか

なりミスリーディングである。

２．「手段としての参加」と「目的としての参加」

�１ 手段としての参加は「間違っている」のか

参加型開発をめぐって最も頻繁になされている議論は，「手段」か「目的」

かに関する議論である。これはある程度「理念」と「手法」の議論とパラレ

ルである。

家畜に予防接種をする家畜担当の普及員（農業・牧畜省の末端職員）がいる

としよう。彼は担当の地域をもっていて，その地域のなるべく多くの家畜に

予防接種をすることが任務である。この場合，限られた時間と交通手段（バ

イクは支給されているがそのガソリン代は十分でない，というようなことは多い）

のなかで，効率的に予防接種をしようとすれば，対象農家を１軒１軒回って
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じゅうたん爆撃的に家畜に予防接種をうって回るよりも，なるべく多くの村

人に村の広場に自らの家畜を連れて集まってもらえれば，自分は最小限の移

動コストで最大限の数の家畜への予防接種ができる。この場合予防接種キャ

ンペーンに「参加」してもらうことは，「予防接種率の向上」と「家畜の健

康状態の改善」ひいては「家畜からの収入の安定化」という目的のための

「手段」と位置づけられる。これはドナーにとっては「手段としての」参加

である（このような「手段としての参加」が機能している例として JICAバング

ラデシュ農村開発支援プロジェクト（２１）があげられる）。

一方，乳幼児の栄養状態の改善のためにユニセフが粉ミルクを配る場合（２２），

ミルクを受給できるのは「母子保健グループ」のメンバーに限る，という条

件がついていれば人々はミルクの配給を受ける目的でグループに参加するだ

ろう。またグラミン銀行型の小規模融資の場合は「五人組」を作ることが融

資を受ける条件となるので「五人組」に参加するインセンティブが働く。こ

のような形の参加は当事者にとっては，外部者がもたらすなんらかの資源を

獲得するための「手段」として位置づけられる。

このような「手段として」の参加の場合はドナーにとっての手段であれ，

当事者にとっての手段であれ，目的は「成果」に結びつくことであり，参加

のあり方が主体的・自発的であったかどうかはあまり大きな問題ではない。

強制的な参加（動員という言葉のほうがより適切だが）による道路補修などの

場合も同様で，問題は「早く」「安く」道路補修が完了したかどうかであっ

て，参加した人々がどのような気持ちで参加したか，参加することによって

彼らの機会費用がどの程度失われたかなどは顧みられることはない。

これに対して「目的としての参加」を重視する立場では，同じ「女性グル

ープ」を結成してもその活動を「どれだけの額の小規模融資を受けて，どの

程度の返済率であったか」で評価するのではなく，「どれだけ頻繁にグルー

プ員が集まり，メンバー間の信頼関係が強められ，村の男性たちに対して意

見を表明することができるようになったか」というような「質的な」変化を

重視する。これは「参加する」という行為それ自体に内在する「エンパワメ
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ント」「意識覚醒」の達成を目的としている参加だと言えよう。参加型開発

を「理念」の問題として捉える立場の人々は，こうした「目的としての参加」

こそが参加型開発のあるべき姿であると考えるのである。

�２ 部分的な参加はあり得るのか

「手段と目的」の議論の派生型として，ある一つのプロジェクトに参加す

る際，プロジェクトサイクルのどの段階で（問題分析，計画策定，実施・モニ

タリング，評価など）参加するのか，という議論もしばしば行なわれる。一

般的には「早い段階から」「深い関与で」参加すればするほど良い，とされ

る。

しかし，参加をドナー（外部者）がプロジェクトにとって必要な「情報」

を収集する手段の一つと位置づけ，「参加型手法」を取引費用の低下を目的

として用いる立場［黒岩 １９９７：２４５］からは，必要な情報の種類（技術的な

ものか，社会的なものか，専門性が高いものか，主観性の高いものかなど）に応

じて，最適な参加のタイミングと深度は異なるという見方が可能となる。

これに対して，プロジェクトサイクルを細切れに考えて，それぞれにいか

に人々を参加させるかという発想自体が，一連のプロセスをとおしてしか実

現できないはずのものを限定的に捉えるという意味でそもそも誤った考え方

である，との反論がある。すなわち外部者（ドナー）の設定した舞台に，住

民が参加するのは，参加型開発のプロセスのなかのごく限られた一場面にし

かすぎず，「正しい」あり方ではない，ということになる。

本書ではこうした限定的な参加を必ずしも「間違った」参加型と位置づけ

ることはせず，場面が限定されていたとしても参加型開発は成り立ちうると

いう立場をとる。大切なことは，「誰の設定した舞台か」「誰のために」「何

を目的にした」参加なのかについてはさまざまなバリエーションがありうる，

ということを常に明確に意識しておくことであると思われる。
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第５節 メリットとデメリット

１．参加型開発のメリット

参加型開発には多くのメリットがある。この点には異論がない。「参加型

開発」の「効果」を唱える書物（手法解説のガイドブックも含め）では参加型

によって得られるものとして「有効性」「妥当性」「効率性」の他に，「サス

テイナビリティー（持続性）」「オウナーシップ（主体的取組み）」「エンパワ

メント（＝力づけ）」「イクイティー（平等）」などを列挙している。ただし，

これらの「参加型が良い理由」は「誰の立場から見た場合の」「どのような

場面における」メリットであるのかについては一様ではない。

以下では開発プロジェクトの「計画」「実施」「評価」のそれぞれの段階に

分けてこれらのメリットが「誰にとって」のものかを含めて整理してみよう。

�１ 計画段階のメリット

まず，プロジェクトの形成・計画段階においては，現地の事情を周知して

いる人々を加えた参加型のアプレイザル（状況調査・プロジェクトの事前審査）

を行なうことで，外部の専門家やコンサルタントのみで調査するよりも現地

の社会・文化・経済状況に関する多くの（主観的であるとしても）詳細な情

報が入手しやすい（ただし，インフォーマントが偏ると，不正確な情報バイアス

がかかる）。これはドナーにとってのメリットである。一方，計画段階から

当事者を関与させることによって，その人々のプロジェクトに対するその後

のオウナーシップ（所有感，責任感）が高まる可能性がある。これによって

プロジェクトの成果が持続的になれば，受益者にとってのメリットともなり

うる。

また，そもそも「外部者が想定したニーズ」と「人々のニーズ」にズレが

ある場合，「受益者の計画過程への参加」によって，より人々のニーズに基
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づいたプロジェクト修正につながる可能性があり，この場合はドナーにとっ

てはプロジェクトの「妥当性」を増すメリットがあり，当事者にとっては

「必要なもの」を獲得できるというメリットがあることになる。

�２ 実施段階のメリット

次にプロジェクトの実施段階について見てみよう。この実施段階に「受益

者（プロジェクトの対象住民など）」が「参加」していないということは本来

あり得ない。なぜなら，プロジェクトは受益者に働きかけるのであり，働き

かけられる側はなんらかの形でプロジェクトの推移に一定の役割を果たして

いるはずだからである。にもかかわらず実施段階における「参加型開発」と

いう言葉をことさらに使うのは，受益者・当事者が「主体的に」プロジェク

トに関与する（単なる消極的な受益者にとどまっていない）ことが望ましいこ

ととして想定されているからであろう。このような「主体的」参加によって

プロジェクトが実施される場合のメリットとしては，問題点が発生した場合

にはこれにいち早く気づき，ドナーに指摘する（早期問題発見），あるいはド

ナーの関与なしに彼ら自身で解決する（セルフ・トラブルシューティング）こ

とがあげられよう。また，プロジェクトの軌道修正が必要となった場合に受

益者の意向を反映し，より現地の状況に即した対処方策をとりうる（参加型

軌道修正）チャンスも大きくなる。これらは，ドナーと受益者双方にとって

のメリットと言えよう。

さらに，多くの当事者が参加することで情報の透明性が高まり，相互監視

によって資源の不正配分，汚職などが内部でモニターされやすくなる（ピア・

モニタリング）。これは主として受益者にとってのメリットだが，ドナーにと

っても「汚職・腐敗」によるドナー資源の浪費を回避できるという意味でメ

リットである。

加えて，実施段階で受益者・ステークホルダーの主体的参加があると，人々

の間に技術と経験の蓄積が行なわれやすくなることが期待できる（自主的技

術移転）。その結果，受益者の能力と，受入れコミュニティーなどの組織・
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制度が強化され，ドナー撤退後の自立的持続性が高まる可能性が高い（持続

可能性）。これらは投入資源の効率的活用という意味ではドナーにとっての，

開発の潜在能力向上という意味では受益者にとってのメリットとなる。

�３ 評価段階のメリット

続いて，プロジェクト評価段階について見てみよう。しばしば「参加型評

価」という言葉が使われるが，これもまた「参加型開発」手法の一つと見な

すことができる［国際協力事業団 ２００２］。現地の当事者を「評価者」として

含んだ評価を実施することで外部者，外国人専門家，ドナー側による「一方

的」評価に比べて，プロジェクトのターゲットグループの実感に近い声が反

映され，それに基づいた問題点の指摘，なすべき改善のあり方がより具体的

に指摘できることが期待される。これが評価の質を高めることにつながれば

ドナーにとってのメリットとなるし（納税者，出資者への説明責任），評価に

当事者が参加することにより，次のサイクル（次の活動の計画－実施－評価）

への教訓が直接フィードバック（組織的記憶）されやすいという点では，受

益者にとってのメリットも大きいと言えよう。

�４ オウナーシップ譲成のメリット

参加型開発を実践すると「オウナーシップ」が高まり，持続性が確保され

るという意見がある。しかしながら，参加意識（sense of involvement）と所

有意識（ownership）は表裏一体ではないことに注意が必要だと思われる。

参加意識が高まることは，「参加しなければならない」という義務感の側面

と，「参加していることの幸福」の側面とがある。一方，所有意識は構造物

や組織の「維持管理責任」を自覚する側面と，そこからの便益の配分を要求

する「便益独占欲求」の面とがある。「開発のプロセスになるべく早い段階

から参加してもらう」という意味での参加型開発は当事者（プロジェクトの

受益者，被害者）の参加意識を高め，そのプロジェクトを自分たちのものと

考えるよう促すだろうが，それは自動的に彼らが維持管理責任を担うように
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なるとは限らず，むしろ便益独占欲求を強める結果になる可能性も高い。し

たがって，維持管理責任こそが大切である，というのであればかならずしも

「早い段階からの参加」が最適な戦略であるとは限らないのである。

またプロジェクトの持続性は参加型開発手法を用いれば，必ず発現するも

のではない（２３）し，参加型以外の方法でも維持性を確保できる可能性はある。

２．参加型開発のデメリット

参加型開発に以上のようなメリットがあり得ることは，参加型開発言説に

対して批判的な人も含めて多くの人が合意するであろう。意見が分かれるの

は，こうしたメリットがあったとしても，これと表裏でデメリットも存在す

るのではないか，という議論になったときである。

「参加型開発」を数ある開発戦略の一つとしてみて，他の戦略と比較考量

をした場合，当然のことながら相対的なメリット，デメリットがありうる。

これは「参加型開発の手法」「参加型開発の理念」双方について共に当ては

まろう。デメリットとしてしばしばあげられるのは，参加型に固有のコスト

の存在である。例えば「参加型は安くつく」というメリット論に対して，参

加型開発はコストが高いというデメリット論がある。この問題について考え

てみよう。

�１ ドナーにとってのコスト

まず第１に，参加型開発を志向することで開発援助を働きかける側にとっ

図２ 参加意識と所有意識

〈参加意識〉 義務感 幸福感

� �
〈所有意識〉 便益独占欲求 維持管理責任

（出所）筆者作成。
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てのコストが増すという場合について考えてみよう。（ここで問題にしている

のはあくまでも「開発を仕掛ける側」＝外部者のコストである）（２４）。

援助実施機関が PRA等の参加型調査手法を実際に試みようとすればすぐ

に気がつくように，「従来型」に比べて参加型のアプローチは，短期的には

人手も時間も多量に必要となる。すなわち手間暇というコストが発生する。

例えば，プロジェクトの事前調査などで参加型調査手法を用いようとすれば，

コンサルタントを長期間現地に貼りつけなければならず，調査費がかさんで

しまう（２５）。ODA資金が一般的には減少傾向にあるとき，援助実施機関とし

ては，どれほど参加型開発のメリットがあるとしても，無制限に参加型手法

を適用することはできない。その場合，参加型開発をどの程度まで実施する

のかの決定は「コスト」と「便益」のバランスを踏まえ，予算に照らして決

めるべきではないか，という議論が説得力をもってくる。どれほど優れた手

法であっても，ない袖は振れないのである。

第２に，多くの当事者（ステークホルダーたち）を早い段階からプロジェ

クトに巻き込むことによって，結果としては情報開示を積極的に実施するこ

とになる。しかしながらこのプロセスで，さまざまな投機的思惑が発生し，

不正確な情報の伝達も（意図的であるとないとにかかわらず）発生しよう。こ

の結果として対象地域住民に過大な期待を抱かせてしまい，現実とのギャッ

プに不信・不満感が生まれる可能性がある。このような事態が発生すると，

必要以上に利害が交錯し，自称ステークホルダーも登場して，人々のニーズ

（むしろ欲望というべきかもしれないが）と，プロジェクトによって実現可能

性のある解決策との間に大きなギャップが発生する可能性がある。このギャ

ップの調整がドナー側の責任とされれば，ドナーにとっての利害調整コスト

は膨大なものとなりうる（２６）のである。

�２ 住民にとってのコスト

協調行動によって望ましい成果が得られるとしても，「参加する」ことに

なんらかの個人的コストが発生する可能性があるとき，このコストを誰が支
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払うのかもドナーにはしばしば見過ごされがちな点である。

参加とは常に「良いもの」をめぐって発生するのではない。時には「不利

益」「損失」を分かち合う必要に迫られる参加もある。例えば日本における

減反参加農家という言葉は，減反という不利益に「参加」するという事情を

表している。個人的には不利益だが，村のつきあいや，全体の厚生のために

不利益を分かち合うのである。そのような場合には，その不利益を負担でき

ないものはどうなるのか，という問題が発生する。辻田（本書第５章）が指

摘するように「WIDタイプ」のプロジェクトでは，女性の参加コストが高

いために，女性が参加できないということが実際に発生している（２７）。

また，コストを担う能力はあっても，そのコストを支払うことを忌避して，

参加しない場合もあり得る（図１参照）。このような場合，村人の戦略とし

ては「参加しない」という形でプロジェクトとの関与の仕方を決めている，

と考えることができる。すべての村人は参加を望んでいるはずだという前提

に立って「村人の会議」に出席していない人をもって，「参加したいのに参

加できない事情に阻まれている」と考えることは乱暴である。むしろ「参加

しない」という関与の仕方を自己決定している可能性もあるのだ。また「住

民委員会」においては委員長，あるいは夫に「白紙委任」する，という選択

も原理的にはあり得る。ドナー側関係者の目に見える形で「直接」発言する

ことが唯一の参加形態である，というのはドナーの側の思いこみにすぎない

可能性がある。

また組織にはほぼ必ず「代表」が必要となるが，その代表がどの程度「人々」

を適切に代表しているのか（「代表の代表性」）に応じて人々の戦略は変わり

うるし，外部者が「代表性に欠ける」と判断したとしても，当事者（「被代

表者」を含めて）が「代表性をもっている」と考えている場合，外部者の

「民主主義原理」を一律に当てはめて考えることの妥当性についても検証さ

れなければなるまい。

さらに，仮に参加型開発で事業が失敗した場合には，その失敗の経験が村

の歴史に刻印され，以後の開発努力に否定的な痕跡を残す可能性がある。ド
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ナーが当事者の参加を最小限にしたまま実施した場合には，村人はそれを

「利用する」「利用しない」という機会主義的選択をすればよい。仮に水道タ

ンクがメンテナンス不良によって数年後に打ち捨てられたとしても，村人は

別の水源を探すか，昔通り泉に水汲みに行けばよく（２８），失敗の責任をドナ

ーに転嫁すれば誰も傷つかない。しかしながら，ドナーの勧告に従って水道

委員会を結成し，水道委員会が料金徴収と維持コストの支払いを任されてい

たにもかかわらず，使い込みなどによって水道委員会が破綻した，というよ

うな場合は，村のなかに利害対立や怨恨が残る可能性もある。また，そのよ

うな恨みつらみが残らなかったとしても，「協調行動の失敗」という記憶は

人々に共有されることになり，村全体の協調的開発への意欲を低下させる結

果となる場合もあり得る（２９）。

３．参加型開発と方向性のリスク

さらに，参加型には「コスト」ばかりではなく，「リスク」もある。それ

は参加型「手法」がうまく機能せずに，所期の目的が果たされない，という

形のリスクではなく，参加型「理念」が機能することによって発生する「参

加型開発」ゆえのリスクである。それは参加型開発ではドナーはプロジェク

トの方向性をコントロールすることが困難になりがちである，というリスク

である。

この点に関連して，参加型開発においては二つの経験的な原則が成り立つ

ように思われる。それは，

第一原則：プロジェクトは参加型になればなるほど，セクターを越境す

る

第二原則：プロジェクトは参加型になればなるほど，村人の戦略が優越

する

である。第１の原則は，例えば以下のようなことを意味する。

ドナーがプライマリーヘルスケア（公衆衛生・保健）プロジェクトの一環
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として村のヘルスポスト（一次医療施設・医師はおらず簡単な処置や予防接種

などを行なう）建設と維持管理を目的とするプロジェクトのために村にアプ

ローチし，PRA等を行なって村の様子を把握し，参加型会合を経て住民代

表による「住民委員会」を組織，村人の自主性を尊重する参加型の維持管理

体制を整えたとする。この住民委員会が自発的な開発努力への意欲を高めて

いけば，しだいに保健セクターの問題に関心を失い，「学校の改築」「環境衛

生への働きかけ」「農業灌漑の改善」「農産物加工」などへと活動を移行して

いくようになるかもしれない。この場合，ドナーがあくまでも「プライマリ

ー・ヘルスケア」プロジェクトというセクターのなかでしか対応できなけれ

ば（通常のプロジェクトは当初に目標が定められているのでセクターを変更する

ことは困難であるし，セクター外の活動への予算を確保することも困難である），

ドナーはこのせっかく育成した住民委員会の可能性を活用・開花することが

できないであろう（３０）。

第二原則は，例えば以下のような事例として現れる（以下は筆者のイエメ

ンでの調査に基づいている。詳細は佐藤（１９９９）参照）。ヘルスポストの維持管

理を任された住民委員会はなるべく支出を減らし，収入を増加することで持

続可能性を高めようとする。ドナーの提案で徴収を始めた初診料（それまで

は無料であった）を銀行に貯めていくのだが，これは本来電気代や水道料金

などの維持管理費を支払うためのものである。電気の球が切れたとき，この

ヘルスポストで働くヘルスボランティアは住民委員会に電球代の支出を求め

た。ところが住民委員会はこの要求を拒否し，ヘルスボランティアに「ドナ

ーに頼んで買ってもらえ」と指示した。これは，ドナーが当初目指した「自

立性の確保」とまったく逆の「依存性の増加」とみることができる。これは

ドナーにとっては不都合だが，住民委員会としてはまったく整合的な「支出

抑制」戦略であり，自主的な選択である。

また，プライマリーヘルスケア・プロジェクトを指向するドナーはヘルス

ポストには「予防」と「保健教育」「応急手当」以外のことは期待していな

い。しかし自己収入拡大を目指した住民委員会は午後の空き時間に施設を利
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用して「臨床検査業務」を開始することにした。顕微鏡を買い込み，臨床検

査技師を雇って，マラリアの検査などを行ない検査料を取ろうというもので

ある。村人たちは「検査」自体を西洋医学の治療行為の一部と見なしており，

これに喜んでお金を払うし，これまでは町まで行かなければできなかった検

査が村でできるようになって喜んでいる。検査技師はアルバイト先ができて

喜んでいる。住民委員会は収入が増えて喜んでいる。これは村人から見て理

想的な戦略である。しかしながら，プライマリーヘルスケア・プロジェクト

を構想するドナーとしては，一次医療施設のレベルで品質管理のできない検

査をむやみにされることは，医療の品質管理という面から望ましくなく，ま

たマラリアに関する誤診をしてしまうと，薬剤の濫用につながり，地域に薬

剤耐性をもった菌を蔓延させる可能性もある。したがって，村人の戦略はド

ナーにとって望ましいものではない。

第一原則，第二原則のいずれもが，参加型開発によってドナーがプロジェ

クトの方向性をコントロールしにくくなることを意味する。

もちろん，「住民の主体的な選択による開発」を理想とするならば「なぜ

それが悪いのだ」という反論があり得る（３１）。チェンバースの理想像もこの

立場にあると思われる。完全に住民の主体性による管理運営こそが究極の参

加型であるのだからドナーのコントロールは不要である，と。しかし，もし

そうであるならば，援助実施機関はここで一度立ち止まるべきである。方向

性にコントロールが効かない，どこに向かっていくかわからないプロジェク

トに国民の税金，あるいは支援者の寄付を投入することは正当化できるだろ

うか。「方向性の予測不可能性」は出資者に対する説明責任という点からは

大きなリスクとして認識すべきではないだろうか。

しかしながら，欧米の開発学では参加型開発をめぐって，「方向性」が問

題として取り上げられることは少ない。それはなぜだろう。ここに「Devel-

opment」概念をめぐる彼我の見解の相違が横たわっているように思われる

のである。
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第６節 Development概念と自発性

本節では開発・発展にまつわる他者性を欧米と日本ではそれぞれどのよう

に理解しているのかを考えたい。Developmentの代表的な訳語として日本

語には「開発」と「発展」があり，「開発」に他者性を，「発展」に自発性を

付与する使い分けがしばしば行なわれるが，日本語でいうこのような「発展」

と「開発」の区別は英語にはない（３２）。

日本語には Developmentという英語に対する複数の対応語がある。その

うちの三つ「開発」「発展」「展開」を取り上げてみよう（これ以外にも，発達，

現像などという訳も可能である）。それぞれの言葉を再度英訳すると Development

以外の言葉も当てはまる。例えば「開発」には（Exploitation, Enlightenment）

などが，「発展」には（Expansion）などが，そして「展開」には（Evolve,

Expand, Deploy）などが対応するだろう。

ところで上に挙げた三つの訳語は実は，三つの漢字の並べ替えによって得

られている。

【開】 Open 誰かが働きかける，外発性（Externality）を含む

【発】 Create 発明（invention）発見（discovery）これまでなかったも

のを

【展】 Extend 物理的，時間的な広がり，経過を意味する

が，それである。

それぞれの漢字がもつニュアンスは，開は何かを開くこと，発は何かを創

り出すこと，展は物理的に広がることを意味する。そしてここで大切なのは

「開」には「誰かが」対象に対して働きかけるという「他者性」が含まれて

いるということなのである。鶴見和子は「開発」と「発展」の違いを「他動

詞」と「自動詞」の違いとして説明している（３３）が，これは比較的日本人に

は共有される考え方だろう。西川・野田の提唱する開発（かいはつ）と開発

（かいほつ）の議論（３４）は，基本的に鶴見和子のいう「開発」と「発展」の議
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論の言い換えである。

このように Developmentの日本語訳のうち，「開発」には他者性，計画性，

方向性が含まれている。開発に他者性を与える以上，日本語では外部者の存

在を前提しなければ「開発」という概念はほとんど成立しない。そしてこの

場合の方向性は「計画する者」「外から介入する者」の価値観に規定されて

いる。それがわれわれ（日本人）にとっての「開発」の概念である。

一方，発展が「自立的」「自発的」な「進歩・変化」への取組みを意味す

るとするならば，ここに他者性を前提とする「参加」という言葉は不釣り合

いなのである（３５）（実際に「参加型発展」という言葉をわれわれはあまり使わない）。

しかし，欧米の開発研究では必ずしもこのような区別は共有されていない。

チェンバースの「Whose reality Counts？」（邦訳『参加型開発と国際協力』明

石書店）の１４ページには「Development」の定義として【good change】と

書かれている。これをわれわれは「開発」とは呼ばない。われわれの言葉で

は「改善」である。そしてこの場合には他者性，方向性に関する縛りはない。

すなわち，Participatory Developmentという言葉でチェンバースは「自

発的」「改善」を意味しているのに，日本人はこれを「参加型開発」と誤解

しているのである。そして，PRA, PLAなどと呼ばれる言葉は，基本的には

このような「自発的改善」のためのツールであって，「参加型開発」のため

のツールではないのだ。ここに，PRA, PLAを援助プロジェクトに導入しよ

うとすると発生するトラブルの原因の一つがある。ここには欧米ドナーの

「改善」の方向性に関する単線論的確信が潜在しているように思われる（３６）。

すなわち，すべての途上国は欧米先進国が歩んできた同じ発展経路をたどる

べきである，という確信である。これはグローバリゼーションをめぐる議論

にもあてはまろう。

ここで問題にしたいのは単に欧米と日本との間の発展・開発をめぐる文化

的な背景の違いのみではない。参加型開発が実践されている途上国における

「参加」「開発」の意味づけの多様さに対する感受性なのである。日本と欧米

においてこれらの概念の間にズレがあるように，途上国とドナーとの間にも

第１章 参加型開発の「再検討」２９



そうしたズレが存在すると考えることは的はずれではあるまい。

発展の道筋は文化によって，社会によって多様であり，参加の意味づけも

社会によって異なると考えるなら，「参加型開発」がもつ意味は，それぞれ

の文化に応じて多様なのである。

それに，もしも方向性に関する与件がなく，ドナーはプロジェクトがどの

ような方向に展開（これも英語では Developmentと訳しうる）しようとも，当

事者が参加しているのであれば支援をしつづける，と覚悟するなら，外部者

の介入の役割は資金援助以外にないことになり，外部者の社会的役割を前提

とする参加型開発の基本的な前提と矛盾することになってしまうのではない

だろうか。

参加型開発とは，いかに対象者を参加させるかが議論の中心であるべきで

はなく，いかに外部者が他者の社会に関与するのかが議論の中心であるべき

なのである。この点で西洋・キリスト教的進化論に基づく民主主義観を前提

とする議論に対して，非西洋・非キリスト教文明を背景にもつ日本から発信

できることは少なくないはずである。

注�１ 日本語の参加型開発とはいうまでもなく英語の「Participatory Development」
の訳である。“Participatory”という形容詞は「参加的」「参加のある」「参加す
る」など多様なニュアンスをもっている。同時に“Development”という名詞に
は後述するように「開発」「発展」さらには「発育」「現像」など多様な意味
がある。この形容詞＋名詞のさまざまな組合わせを多くの関係者がそれぞれ
に使用しているのが現状であり，これらの言葉に共通する定義を見い出すこ
とができると考えることは困難である。また，一部の人はこの言葉に自らの
「理想」を託して用いており，言葉の定義の問題と「理念」とが交錯して統一
的な定義の設定をさらに困難にしている。
�２ 開発「業界」という言葉づかいをここでするのは，途上国の開発に関連し
た事業に携わる一団の人々が存在し，それらの人々が国際機関，国別援助機
関，NGOなどの援助実施組織，これらにサービスを供給するコンサルタント，
関連の事業を実施する建設会社などに所属しながら，多かれ少なかれ共通の
土俵で「途上国の開発」「貧困層の削減」など共通のテーマを設定して試行錯
誤し，また生計の糧を得ている，という事実に依拠している。特に欧米では
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これらの人材は共通の労働市場を形作っており，「開発学」を専攻させる大学・
大学院などはこうした労働市場に参入する人材の育成に寄与しているという
意味で業界の重要な一画を形成している。
�３ 「メインストリーミング（Mainstreaming）」は，日本の開発業界に流布する
カタカナ英語の一つである。ある一定の概念，手法が「当然のこととして採
用されるようになる」ことを含意していると思われ，例えば「ジェンダーの
メインストリーミング化」等という使われ方をする。この言葉づかいには，
「周縁」から「中心」への志向が内在されており，自らが唱導する概念・手法
が現在の主流にとって代わることが目指されているような印象を与える。し
かしながら，ある一つの概念が主流化されることで，これまで主流であった
ものが周縁化されること，それが新たな中心―周縁関係を生むことについて
の配慮はあまり感じられない。
�４ このような趣旨の発言は，チェンバース氏自身の口からしばしば発されて
いる（２００１年１月の来日時コメント）し，氏とサセックス大学の開発研究所
（IDS）のなかにある「参加型開発リソースセンター」が編集しているパンフ
レット［IDS２００２］においても，参加型手法の「多様な解釈」「間違った利用」
についての批判的検討が行なわれている。
�５ PRA的な調査手法は「社会分析」に適していると考えられることが多いの
で，日本では「社会・ジェンダー分析」の分野で最もこうした手法が使われ
る蓋然性が高い。そして，社会・ジェンダー分析が女性のエンパワメントに
強い関心をもつことが，参加型調査手法と「エンパワメント」とが混同され
て議論される素地の一つを作り上げている。
�６ IDS（２００２）では，ある援助実施機関が，コンサルタントに対し水利プロジ
ェクトに先立って５日間で２人の調査員を投入して，五つの村の PRAを実施
することを求めた例が紹介されている。これには報告書作成の時間も含まれ
ていたという。
�７ ユニセフは１９８０年代の世界銀行・IMFによる「構造調整政策」がとりわけ
弱者を困窮させる結果となったことを指摘し「人間の顔が見える構造調整」
を提案した。
�８イギリスの援助実施機関国際開発省（DfID）は１９９７年に労働党政権が成立す
ると外務省から独立して独自の大臣をもつようになり，同時に「援助白書」
を発表して，「すべての援助は貧困削減に向けられなければならない」と宣言
した。以後イギリスは他のドナーに対してもこの「貧困削減」に向けた努力
の傾注を促している。
�９ 周縁化（Marginalized）された人々とは，社会の中心に位置してさまざまな
決定や資源へのアクセスをもっている人々（中心にいる人々）との距離があ
り，その結果さまざまな不利益を被っている人々を指す。少数民族，被差別
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カーストなどを指すことが多いが，一般的に女性をこのカテゴリーで指し示
すことも行なわれる。
�１０ 「当時者の主体性を涵養して，問題解決に誘導する」という姿勢は，第二次
世界大戦後の日本の農村開発に大きな役割を果たした生活改良普及員がモッ
トーとした「考える農民を育てる」というアプローチにきわめて近似してい
る［佐藤 ２００２；水野 ２００２］。
�１１ このような参加型開発の理解に基づけば，「どのようにすれば人々の参加を
促せるか」という手法論が議論の中心となるのは当然である。そして，この
場合しばしば前提とされるのは「より多くの人数の参加」「より早い段階から
の参加」「より多くのプロセスへの参加」「より深い（決定権をもった）参加」
が自動的に望ましいものと前提され，その達成のための「ツール」の精緻化
に議論は進んでいく。これが「参加型マニュアル」を生む背景となっていく
のである。
�１２ 斉藤（２００２）にも本テーマに関する議論がある［斉藤 ２００２：８２－８６］。
�１３ この点については本書第３章野田論文に展開されている。
�１４ この議論は，さらに「civil society」という価値観もやはり西洋近代に固有
の価値ではないか，という議論にも展開しうる。
�１５ 「啓蒙」という言葉が現在の開発業界では「啓発」という言葉に置き換えら
れているのは，前者が対象住民の「無知（蒙という言葉は無知を意味する）」
を前提しているという倫理的な理由によっている。しかしながら「気づき」
を促すというファシリテーターの姿勢も，同様に対象住民が「気づくべきこ
とに気づいていない」という認識に立っている。そして「気づくべきもの」
は介入者の側にあらかじめ想定されているのである。これは「参加型開発」
の支持者が批判する「技術的普遍主義」ときわめて近似の立場であることに
は注意が必要である。
�１６ 「正しさ」に関しては「正しくないのは真の参加型ではない」という反論は
可能だが，それでは議論の深化に寄与しない。参加型開発の主導者とも言う
べきサセックス大学のロバート・チェンバースは，「なぜ参加型開発を行なう
のか」という問いに「有用だから／Because it works」と答えている［国際開
発ジャーナル ２００１］が，これも同様に参加型開発手法を用いれば「参加型」
理念にとって好ましい開発ができる，というトートロジーにすぎないように
思われる。ここで問われるべきは，何にとって「work＝役に立つ」のか，で
あろう。もしも「参加型の理想実現」のために役に立つというのであればそ
もそも何が「参加型の理想」なのかを明らかにしなければならないが，再三
指摘しているように，これはそれぞれの立場によって見解の一致をみること
は困難だと考えられる。
�１７ 外部者がコストを負担する場合，金銭的なインセンティブを用いることが
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多いが，こうしたインセンティブに「誘導された」参加は持続性に問題が多い。
�１８ 「コモンズの悲劇」とは共有地の利用に関して，協調行動がない場合には長
期的には関係者のすべてにとって最も望ましくない結果をもたらす，という
議論であり，社会関係資本としての「信頼」の機能を論じる際にもしばしば
引用される。社会関係資本については佐藤編（２００２）『援助と社会関係資本』
参照。
�１９ この理念が達成されるための手法（例えば多くの貧しい人が参加すること）
の活用や，その結果としてのエンパワメントの達成までも理念に含めること
は可能であろう。ここではあくまでも暫定的に多くの人に納得されそうな定
義を採用しているにすぎない。
�２０ これも，あくまでも本章における考察のための作業定義である。
�２１ 本プロジェクトは京都大学東南アジア研究センターが中心となって協力し
ている農村開発プロジェクトであり，調査段階から数えると２０年近くの継続
的なコミットメントによって現地社会の固有要因を的確に把握したプロジェ
クト戦略が構築されている。
�２２ 日本は昭和２４年から昭和３９年まで１５年間このミルクの供与を受け，母子
愛育会活動，学校給食をとおして乳幼児に配給された。
�２３ 東部インドネシアで２０年近くにわたって小規模灌漑プロジェクトの水利組
合作りに取り組んでいるある日本人のコンサルタントは，参加型開発手法を
とれば水利組織の持続性，機器の持続性が自動的に確保されるわけではない，
ということを繰返し指摘している（「開発援助と人類学」勉強会におる佐藤周
一氏のインタビュー）。
�２４ ただしこの点について野田は「正しい参加型にはコストはない」という立
場をとっている。（本書第３章参照）
�２５ 「正しい」参加型であれば日本人のコンサルタントを現地に投入する必要は
ない，という議論はあり得ようが，現実的な問題としては，当面ドナー主導
の参加型が議論の中心に置かれるであろう。
�２６ 借款事業で実施されるダム建設などでドナー側が情報を開示したがらない
理由はこの点に求められることが少なくない。しかしながら，情報を開示し
ないことで事後的に訴訟が起きたり，国際 NGOのキャンペーンの対象となっ
たりすることで発生するコストに比べれば，事前の調整コストのほうが安い
のではないか，という議論は借款供与機関の内部でも行なわれている。これ
は，参加型開発の「利害対立の事前調整」機能に期待するアプローチと言え
よう。
�２７ 例えば，識字教室に参加したいが畑仕事を休むための余剰労働力がない場
合，ドナーが機会費用を提供（識字教室に参加すれば日当が出るというよう
な）することで，出席を促した場合，これを参加型開発と呼べるかどうかと
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いう別の問題が発生する。
�２８ この水汲み作業が女性の過重労働を強いている，というのは別の問題であ
る。
�２９ これを筆者は社会関係資本（ソーシャル・キャピタル）の「消費」「消耗」
と考えている。［佐藤 ２００１：２１５］
�３０ もちろん，住民委員会が自ら活動資金を調達したり，あるいは別のドナー
にアプローチすることで，当初のセクター以外に活動を展開していくことは
考えられるし，それが当初のドナーからの「自立」と評価できる場合もある。
�３１ 斉藤［２００２：９２］で紹介されている事例はコントロールの放棄を称揚する立
場と考えてよいだろう。
�３２ 世銀のマイケル・チェルネアは外発的な開発に「Induced Development」
の語を当てている［チェルネア １９９７］。
�３３ 鶴見和子は「発展すると言えば自動詞であるが，開発すると言えば他動詞
であって，自己が他者を，開発するという意味になる」（「国際関係と近代化・
発展論」武者小路公秀・ø 山道雄編『国際学・理論と展望』東京大学出版会，１９７６
年，５７‐５８ページ）としている。また別の所では「開発は……開発される主体
とされる客体が異なる場合に用いられ，他律的・外生的・外発的な過程をさ
すような語感があり，発展は……発展の主体と客体の一致を予想し，自立的・
内生的・内発的な語感を持つ」（鶴見和子「内発的発展論へ向けて」川田 侃・
三輪公忠編『現代国際関係論――新しい国際秩序を求めて』東京大学出版会，１９８０
年，１７９ページ）とも指摘している。このような使い分けは日本の社会学者に
はほぼ共有されていると思われ，開発社会学を最も早い段階で提唱した小倉
充夫は，「開発というのは社会の意図的行為とその結果というニュアンスをも
っていること，また開発は主に経済開発の意味を持つ場合があるというとこ
ろからすると，発展という語の方が広義である」（「開発社会学と後発的発展
の問題」『国際政治６４／国際開発論』１９８０年，１２７ページ）としている。
�３４ 西川 潤・野田真里編（２００１）。
�３５ 「参加」はいうまでもなく Participationの訳語であるが，日本語としてはさ
ほど歴史の古い言葉ではないと思われる。「参」に「まいる」という意味があ
ることは日本語における参加の概念を考える場合に重要である。試みに『広
辞苑』（第四版）では，「まいる」には「①高貴の所へ行く」とあり，用例と
して「参上」「参拝」などがあがっている。いずれの用例にも共通することと
して，「参」には「すでにあるもの」「すでに（権威として）存在している人」
「すでに誰かによって設定されている場」に赴いていくという意味が内在され
ていると考えられるのである。
さらに興味深いのは，同じ『広辞苑』によれば「参加」という語には「 A

仲間になること。行事・会合などに加わること」という現在われわれが日常
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的に用いる語義とは別に，「 B法律上の関係に当事者以外の者が関与すること。」
という法律の世界の概念が記載され，「参加支払い」「参加引受け」という法
律用語が解説されている。そして，これらはいずれも（不渡りになりそうな
手形の）「第三者による支払い」「第三者による引受け」という意味をもって
いる。すなわち，ここでの「参加」という言葉には初めから「他者性」「第三
者性」が明確に刻み込まれているのである。よりいっそう興味深いのはこれ
らの「参加支払い」「参加引受け」は「栄誉支払い」「名誉引受け」と呼ばれ
ることもあるという点で，ここでは参加する第三者に「優位性」が存在する
ことが前提されていると考えていいだろう。これらの点は，われわれが外部
ドナーとして途上国の開発プロセスに関与する場合の「参加」のあり方につ
いて多くのヒントを提示しているように思われるのである。
�３６ 単線的発展論に基づけば開発（Development）の道筋は，誰がやっても同
じなのだ（写真の現像における Developmentと同じ意味で，進むべき道筋は
あらかじめ決まっている）から，参加する人が多いほうがいい。みんなで話
合えばあうほどいいということになる。そこには方向性に関するリスクがあ
り得ないからである。
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